
三
五
九

第
十
六
章　

情
報
監
視
審
査
会　
　

（
三
七
九
）

第
十
七
章　

両
院
協
議
会　
　

（
三
八
〇
）

第
十
七
章　

両
院
協
議
会

三
八
〇　

協
議
委
員
は
、
議
院
の
会
議
に
お
い
て
選
任
す
る 

協
議
委
員
は
、
両
院
協
議
会
に
付
さ
れ
る
案
件
に
つ
き
院
議
を
構
成

し
た
会
派
に
対
し
、
割
り
当
て
る
の
を
例
と
す
る

協
議
委
員
は
、
十
人
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
議
院
の
会
議
に
お
い
て
選
任
す
る
。

協
議
委
員
は
、
議
院
運
営
委
員
会
に
お
い
て
、
両
院
協
議
会
に
付
さ
れ
る
案
件
に
つ
き
院
議
を
構
成
し
た
会
派
に
対
し
、

そ
の
所
属
議
員
数
の
比
率
に
よ
り
こ
れ
を
割
り
当
て
、
議
院
の
会
議
に
お
い
て
は
、
当
該
会
派
の
推
薦
に
基
づ
き
選
任

す
る
の
を
例
と
す
る
。

な
お
、
本
院
に
お
い
て
審
議
中
の
法
律
案
に
つ
い
て
、
衆
議
院
が
憲
法
第
五
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
本
院
が
否

決
し
た
も
の
と
み
な
し
、
衆
議
院
か
ら
両
院
協
議
会
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
各
会
派
に
そ
の
所
属
議
員
数
に
応
じ
協

議
委
員
を
割
り
当
て
る
。

参
照　

三
八
一
号

（
国
第
八
九
条
）

（
規
第
一
七
六
条
）



三
六
〇

三
八
一　

数
個
の
案
件
に
つ
い
て
衆
議
院
か
ら
両
院
協
議
会
を
求
め
ら
れ
た
場

合
の
協
議
委
員
の
選
任
に
関
す
る
例

（一）　

数
件
に
つ
き
一
の
協
議
委
員
を
選
任
し
た
例

第
二
回
国
会
昭
和
二
十
三
年
七
月
五
日
、
衆
議
院
か
ら
国
家
行
政
組
織
法
案
（
参
議
院
は
多
数
（
緑
風
会
の
一
部
が
反

対
）
を
も
っ
て
修
正
議
決
）
及
び
刑
事
訴
訟
法
を
改
正
す
る
法
律
案
（
参
議
院
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
修
正
議
決
）

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
両
院
協
議
会
を
求
め
ら
れ
、
同
日
の
議
院
の
会
議
に
お
い
て
右
二
件
に
つ
い
て
一
の
協
議
委

員
を
選
任
し
た
。

（
注
）
衆
議
院
に
お
い
て
は
、
刑
事
訴
訟
法
を
改
正
す
る
法
律
案
の
協
議
委
員
を
、
既
に
選
任
さ
れ
て
い
た
国
家
行
政
組
織
法
案
の

協
議
委
員
と
同
一
の
協
議
委
員
と
し
た
。

第
十
三
回
国
会
昭
和
二
十
七
年
七
月
二
十
八
日
、
衆
議
院
か
ら
労
働
関
係
調
整
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び

地
方
公
営
企
業
労
働
関
係
法
案
（
参
議
院
は
両
件
を
一
括
し
て
多
数
を
も
っ
て
修
正
議
決
）
に
つ
い
て
両
院
協
議
会

を
求
め
ら
れ
、
翌
二
十
九
日
の
議
院
の
会
議
に
お
い
て
右
二
件
に
つ
い
て
一
の
協
議
委
員
を
選
任
し
た
。

（
注
）
衆
議
院
に
お
い
て
も
二
件
に
つ
い
て
一
の
協
議
委
員
を
選
任
し
た
。

第
十
三
回
国
会
昭
和
二
十
七
年
七
月
二
十
九
日
、
衆
議
院
か
ら
通
商
産
業
省
設
置
法
案
、
通
商
産
業
省
設
置
法
の
施
行

（
国
第
八
九
条
）

（
規
第
一
七
六
条
）



三
六
一

第
十
七
章　

両
院
協
議
会　
　

（
三
八
一
）

に
伴
う
関
係
法
令
の
整
理
に
関
す
る
法
律
案
、
農
林
省
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
、
大
蔵
省
設
置
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
、
大
蔵
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
令
の
整
理
に
関
す

る
法
律
案
（
参
議
院
は
以
上
五
件
を
そ
れ
ぞ
れ
五
会
派
の
賛
成
に
よ
り
多
数
を
も
っ
て
修
正
議
決
）、
保
安
庁
法
案
、

海
上
公
安
局
法
案
、
運
輸
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
、
国
家
行
政
組
織
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

及
び
行
政
機
関
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
参
議
院
は
以
上
五
件
を
そ
れ
ぞ
れ
三
会
派
の
賛
成
に
よ

り
多
数
を
も
っ
て
修
正
議
決
）
の
十
件
に
つ
い
て
両
院
協
議
会
を
求
め
ら
れ
、
同
日
の
議
院
の
会
議
に
お
い
て
、
通

商
産
業
省
設
置
法
案
外
四
件
及
び
保
安
庁
法
案
外
四
件
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
一
の
協
議
委
員
を
選
任
し
た
。

（
注
）
衆
議
院
に
お
い
て
は
、
通
商
産
業
省
設
置
法
案
外
九
件
に
つ
い
て
一
の
協
議
委
員
を
選
任
し
た
。

第
十
三
回
国
会
昭
和
二
十
七
年
七
月
三
十
日
、
衆
議
院
か
ら
国
家
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
保
安
庁

職
員
給
与
法
案
（
両
件
は
衆
議
院
が
憲
法
第
五
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
参
議
院
が
否
決
し
た
も
の
と
み
な
し

た
。）
に
つ
い
て
両
院
協
議
会
を
求
め
ら
れ
、
翌
三
十
一
日
の
議
院
の
会
議
に
お
い
て
右
二
件
に
つ
い
て
一
の
協
議

委
員
を
選
任
し
た
。

（
注
）
衆
議
院
に
お
い
て
も
二
件
に
つ
い
て
一
の
協
議
委
員
を
選
任
し
た
。

第
百
十
八
回
国
会
平
成
二
年
三
月
二
十
六
日
、
衆
議
院
か
ら
平
成
元
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
2
号
）、
平
成
元

年
度
特
別
会
計
補
正
予
算
（
特
第
2
号
）
及
び
平
成
元
年
度
政
府
関
係
機
関
補
正
予
算
（
機
第
2
号
）（
参
議
院
は



三
六
二

以
上
三
件
を
一
括
し
て
賛
成
少
数
に
よ
り
否
決
）
に
つ
い
て
両
院
協
議
会
を
求
め
ら
れ
、
同
日
の
議
院
の
会
議
に
お

い
て
右
三
件
に
つ
い
て
一
の
協
議
委
員
を
選
任
し
た
。

（
注
）
衆
議
院
に
お
い
て
も
三
件
に
つ
い
て
一
の
協
議
委
員
を
選
任
し
た
。

以
後
同
例
が
あ
る
。

第
百
二
十
八
回
国
会
平
成
六
年
一
月
二
十
六
日
、
衆
議
院
か
ら
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
、
衆
議
院
議

員
選
挙
区
画
定
審
議
会
設
置
法
案
、
政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
政
党
助
成
法
案
（
参
議
院

は
以
上
四
件
を
一
括
し
て
賛
成
少
数
に
よ
り
否
決
）
に
つ
い
て
両
院
協
議
会
を
求
め
ら
れ
、
同
日
の
議
院
の
会
議
に

お
い
て
右
四
件
に
つ
い
て
一
の
協
議
委
員
を
選
任
し
た
。

（
注
）
衆
議
院
に
お
い
て
も
四
件
に
つ
い
て
一
の
協
議
委
員
を
選
任
し
た
。

第
百
七
十
一
回
国
会
平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
六
日
、
衆
議
院
か
ら
平
成
二
十
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
2
号
）、

平
成
二
十
年
度
特
別
会
計
補
正
予
算
（
特
第
2
号
）（
参
議
院
は
両
件
を
一
括
し
て
多
数
を
も
っ
て
修
正
議
決
）
及

び
平
成
二
十
年
度
政
府
関
係
機
関
補
正
予
算
（
機
第
2
号
）（
参
議
院
は
賛
成
少
数
に
よ
り
否
決
）
に
つ
い
て
両
院

協
議
会
を
求
め
ら
れ
、
同
日
の
議
院
の
会
議
に
お
い
て
平
成
二
十
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
2
号
）
外
一
件
及

び
平
成
二
十
年
度
政
府
関
係
機
関
補
正
予
算
（
機
第
2
号
）
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
一
の
協
議
委
員
を
選
任
し
た
。

（
注
）
衆
議
院
に
お
い
て
は
三
件
に
つ
い
て
一
の
協
議
委
員
を
選
任
し
た
。



三
六
三

第
十
七
章　

両
院
協
議
会　
　

（
三
八
二
）

（二）　

各
件
別
個
の
協
議
委
員
を
選
任
し
た
例

第
十
回
国
会
昭
和
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
、
衆
議
院
か
ら
日
本
国
有
鉄
道
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
、
関
税
定

率
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
参
議
院
は
両
件
を
そ
れ
ぞ
れ
全
会
一
致
を
も
っ
て
修
正
議
決
）
及
び
食
糧
管
理

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
参
議
院
は
賛
成
少
数
に
よ
り
否
決
）
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
両
院
協
議
会
を
求
め
ら

れ
、
本
院
は
三
件
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
別
個
の
協
議
委
員
を
選
任
し
た
。

（
注
）
衆
議
院
に
お
い
て
は
、
関
税
定
率
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
食
糧
管
理
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
協
議
委

員
を
、
既
に
選
任
さ
れ
て
い
た
日
本
国
有
鉄
道
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
協
議
委
員
と
同
一
の
協
議
委
員
と
し
た
。

参
照　

三
八
〇
号
、
諸
表
二
三

三
八
二　

協
議
委
員
議
長
及
び
副
議
長
の
互
選
は
、
協
議
委
員
選
任
の
当
日
互

選
会
を
開
い
て
こ
れ
を
行
う
の
を
例
と
す
る

協
議
委
員
議
長
及
び
副
議
長
の
互
選
は
、
協
議
委
員
選
任
の
当
日
互
選
会
を
開
い
て
こ
れ
を
行
う
の
を
例
と
す
る
。

な
お
、
互
選
会
に
は
速
記
を
付
し
、
会
議
録
を
作
成
す
る
の
を
例
と
す
る
。

参
照　

三
〇
一
号
、
三
八
三
号
、
諸
表
二
四

国
第
九
〇
条

協
規

　
第

五

条



三
六
四

三
八
三　

協
議
委
員
議
長
及
び
副
議
長
の
互
選
は
、
協
議
委
員
中
の
年
長
者
が

こ
れ
を
管
理
す
る

協
議
委
員
議
長
の
互
選
は
、
協
議
委
員
中
の
年
長
者
が
こ
れ
を
管
理
す
る
定
め
で
あ
る
が
、
協
議
委
員
副
議
長
の
互
選

に
つ
い
て
も
、
協
議
委
員
議
長
の
互
選
と
併
せ
て
協
議
委
員
中
の
年
長
者
が
こ
れ
を
管
理
す
る
の
を
例
と
す
る
。

協
議
委
員
議
長
及
び
副
議
長
を
選
任
し
た
と
き
は
、
選
挙
管
理
者
か
ら
、
選
任
の
当
日
そ
の
結
果
を
文
書
を
も
っ
て
議

長
に
報
告
す
る
。

参
照　

三
八
二
号

三
八
四　

協
議
委
員
議
長
及
び
副
議
長
は
、
選
挙
管
理
者
の
指
名
に
よ
り
選
任

す
る
の
を
例
と
す
る

協
議
委
員
議
長
及
び
副
議
長
は
、
投
票
に
よ
ら
な
い
で
協
議
委
員
の
動
議
に
よ
り
、
選
挙
管
理
者
の
指
名
に
よ
り
選
任

す
る
の
を
例
と
す
る
が
、
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

第
二
回
国
会
国
家
行
政
組
織
法
案
、
刑
事
訴
訟
法
を
改
正
す
る
法
律
案
両
院
協
議
会
参
議
院
協
議
委
員
正
副
議
長
互

規
第
一
七
七
条

（
規
第
一
七
七
条
）



三
六
五

第
十
七
章　

両
院
協
議
会　
　

（
三
八
三
―
三
八
五
）

選
会
（
昭
和
二
十
三
年
七
月
五
日
）
に
お
い
て
、
選
挙
管
理
者
鈴
木
安
孝
君
の
発
議
に
よ
り
、
伊
藤
修
君
及
び
下

條
康
麿
君
の
両
君
を
協
議
委
員
議
長
及
び
副
議
長
の
候
補
者
と
し
て
推
薦
し
、
抽
選
に
よ
っ
て
協
議
委
員
議
長
に

伊
藤
修
君
、
副
議
長
に
下
條
康
麿
君
が
当
選
し
た
。

第
七
回
国
会
地
方
税
法
案
両
院
協
議
会
参
議
院
協
議
委
員
正
副
議
長
互
選
会
（
昭
和
二
十
五
年
五
月
二
日
）
に
お
い

て
、
協
議
委
員
中
村
正
雄
君
は
、
協
議
委
員
議
長
に
三
木
治
朗
君
を
、
副
議
長
に
中
井
光
次
君
を
推
薦
す
る
こ
と

の
動
議
を
提
出
し
た
と
こ
ろ
、
互
選
会
は
こ
れ
を
可
決
し
た
。

以
後
同
例
が
あ
る
。

参
照　

諸
表
二
四

三
八
五　

両
院
協
議
会
の
開
会
日
時
の
決
定
方
法
に
関
す
る
例

両
院
協
議
会
の
初
会
の
日
時
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
決
定
し
、
そ
の
後
の
会
議
の
日
時
は
、
両
院
協
議
会
が

決
定
す
る
定
め
で
あ
る
が
、
両
院
協
議
会
が
決
定
す
る
場
合
の
方
法
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

（一）　

両
院
協
議
会
の
議
長
の
発
議
に
よ
り
決
定
し
た
例

第
十
三
回
国
会
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
両
院
協
議
会
（
昭
和
二
十
七
年

協
規

　
第

二

条



三
六
六

五
月
三
十
一
日
）
に
お
い
て
、
両
院
協
議
会
議
長
倉
石
忠
雄
君
は
、
次
回
は
六
月
二
日
午
後
一
時
か
ら
開
く
こ
と

を
発
議
し
た
と
こ
ろ
、
両
院
協
議
会
は
こ
れ
を
可
決
し
た
。

以
後
同
例
が
あ
る
。

（二）　

協
議
委
員
の
動
議
に
よ
り
決
定
し
た
例

第
十
回
国
会
食
糧
管
理
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
両
院
協
議
会
（
昭
和
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
）
に
お
い
て
、

協
議
委
員
倉
石
忠
雄
君
は
、
次
回
を
五
月
七
日
午
後
一
時
か
ら
開
く
こ
と
の
動
議
を
提
出
し
た
と
こ
ろ
、
両
院
協

議
会
は
こ
れ
を
可
決
し
た
。

以
後
同
例
が
あ
る
。

（三）　

両
院
協
議
会
の
議
長
に
一
任
し
た
例

第
十
回
国
会
日
本
国
有
鉄
道
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
両
院
協
議
会
（
昭
和
二
十
六
年
五
月
七
日
）
に
お
い
て
、

両
院
協
議
会
議
長
石
田
博
英
君
は
「
次
回
は
小
委
員
の
御
協
議
の
結
果
を
待
ち
ま
し
て
開
会
を
い
た
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
開
会
の
日
時
は
公
報
を
も
っ
て
御
通
知
を
申
し
上
げ
る
こ
と
に
い
た
し
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
御
異
議

ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。」
と
諮
っ
た
と
こ
ろ
、
両
院
協
議
会
は
こ
れ
を
可
決
し
た
。

（四）　

両
議
院
の
協
議
委
員
議
長
に
一
任
し
た
例

第
十
回
国
会
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
両
院
協
議
会
（
昭
和
二
十
六
年
五
月
二
十
八
日
）
に



三
六
七

第
十
七
章　

両
院
協
議
会　
　

（
三
八
六
、
三
八
七
）

お
い
て
、
両
院
協
議
会
議
長
石
田
博
英
君
は
「
次
回
は
堀
越
議
長
と
御
相
談
申
し
上
げ
ま
し
て
公
報
を
も
っ
て
御

案
内
を
い
た
す
と
い
う
こ
と
に
い
た
し
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。」
と
諮
っ
た
と
こ
ろ
、

両
院
協
議
会
は
こ
れ
を
可
決
し
た
。

三
八
六　

両
院
協
議
会
の
運
営
に
関
し
、
両
議
院
の
協
議
委
員
議
長
及
び
副
議

長
が
協
議
す
る
の
を
例
と
す
る

両
院
協
議
会
の
開
会
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
運
営
に
関
し
、
両
議
院
の
協
議
委
員
議
長
及
び
副
議
長
打
合
会
を
開
き
協

議
す
る
の
を
例
と
す
る
。

三
八
七　

両
院
協
議
会
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
各
議
院
の
議
決
の
趣
旨
の
説
明

を
聴
い
た
後
、
協
議
に
入
る
の
を
例
と
す
る

両
院
協
議
会
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
両
院
協
議
会
を
求
め
た
議
院
の
協
議
委
員
か
ら
、
次
い
で
他
の
議
院
の
協
議
委
員

か
ら
各
議
院
の
議
決
の
趣
旨
の
説
明
を
聴
い
た
後
、
協
議
に
入
る
の
を
例
と
す
る
が
、
併
せ
て
両
院
協
議
会
を
求
め
た

⎛

協
規
　
　
　⎞

⎜

　
第
四
条⎜

⎝

　
第
五
条⎠



三
六
八

理
由
の
説
明
を
聴
い
た
例
も
少
な
く
な
い
。

な
お
、
各
議
院
の
議
決
の
趣
旨
の
説
明
を
聴
か
な
か
っ
た
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

（一）　

請
求
の
理
由
の
説
明
の
み
を
聴
い
た
例

第
二
回
国
会
国
家
行
政
組
織
法
案
、
刑
事
訴
訟
法
を
改
正
す
る
法
律
案
両
院
協
議
会
（
昭
和
二
十
三
年
七
月
五
日
）

に
お
い
て
、
両
院
協
議
会
議
長
米
窪
滿
亮
君
は
「
先
ず
各
院
の
議
決
の
御
趣
旨
を
御
説
明
願
う
の
で
あ
り
ま
す
る

が
、
時
間
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
衆
議
院
側
か
ら
両
院
協
議
会
を
求
め
た
趣
旨
に
つ
い
て
御
説
明
を
願
い
ま
し
て

直
ち
に
御
協
議
に
入
っ
て
頂
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。」
と
告
げ
、
衆
議
院
協
議
委
員
小
澤
佐
重
喜
君
か
ら
そ
の
説

明
を
聴
い
た
。

（二）　

説
明
を
聴
か
な
い
で
直
ち
に
協
議
に
入
っ
た
例

第
十
三
回
国
会
保
安
庁
法
案
外
四
件
両
院
協
議
会
（
昭
和
二
十
七
年
七
月
二
十
九
日
）
に
お
い
て
、
両
院
協
議
会
議

長
倉
石
忠
雄
君
は
「
先
ず
本
案
に
関
す
る
各
院
の
議
決
の
趣
旨
を
御
説
明
願
っ
て
か
ら
協
議
に
入
る
次
第
で
あ
り

ま
す
が
、
他
の
協
議
会
を
開
く
関
係
も
ご
ざ
い
ま
す
し
、
又
各
院
の
議
決
の
相
違
点
も
簡
単
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

直
ち
に
御
協
議
に
入
り
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。」
と
諮
っ
た
と
こ
ろ
、
異
議
が
な

か
っ
た
の
で
、
直
ち
に
協
議
に
入
っ
た
。



三
六
九

第
十
七
章　

両
院
協
議
会　
　

（
三
八
八
）

三
八
八　

本
院
に
お
い
て
審
議
中
の
法
律
案
に
つ
い
て
、
衆
議
院
が
憲
法
第
五

十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
院
が
否
決
し
た
も
の
と
み
な
し

た
場
合
の
両
院
協
議
会
に
お
け
る
本
院
側
の
説
明
に
関
す
る
例

第
十
三
回
国
会
国
家
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
外
一
件
両
院
協
議
会
（
昭
和
二
十
七
年
七
月
三
十
一
日
）

に
お
い
て
、
参
議
院
協
議
委
員
千
葉
信
君
は
、
国
家
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
保
安
庁
職
員
給
与

法
案
の
本
院
に
お
け
る
審
議
の
経
過
に
つ
い
て
説
明
を
行
っ
た
。

（
注
）
国
家
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
昭
和
二
十
七
年
五
月
二
十
九
日
衆
議
院
か
ら
本
院
に
送
付
さ
れ
、
七
月
三

十
日
衆
議
院
は
憲
法
第
五
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
院
が
こ
れ
を
否
決
し
た
も
の
と
み
な
し
、
ま
た
、
保
安
庁
職

員
給
与
法
案
は
、
五
月
三
十
一
日
衆
議
院
か
ら
本
院
に
送
付
さ
れ
、
七
月
三
十
日
衆
議
院
は
憲
法
第
五
十
九
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
、
本
院
が
こ
れ
を
否
決
し
た
も
の
と
み
な
し
た
も
の
で
あ
る
。

参
照　

三
八
七
号
、
諸
表
八

（
憲
第
五
九
条
）



三
七
〇

三
八
九　

両
院
協
議
会
に
お
い
て
小
委
員
を
選
任
し
た
例

第
十
回
国
会
日
本
国
有
鉄
道
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
両
院
協
議
会
（
昭
和
二
十
六
年
五
月
七
日
）
に
お
い
て
、

協
議
の
進
捗
を
図
る
た
め
、
衆
議
院
側
か
ら
三
名
、
参
議
院
側
か
ら
四
名
の
小
委
員
を
そ
れ
ぞ
れ
推
薦
し
、
小
委
員

を
選
任
し
た
。

な
お
、
小
委
員
長
は
こ
れ
を
置
か
ず
、
小
委
員
打
合
会
を
開
き
協
議
の
結
果
起
草
し
た
協
議
案
を
、
同
月
二
十
五
日

の
両
院
協
議
会
に
お
い
て
小
委
員
高
田
寛
君
か
ら
報
告
し
た
。

三
九
〇　

両
院
協
議
会
に
お
い
て
国
務
大
臣
等
の
出
席
を
求
め
た
例

両
院
協
議
会
は
、
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
並
び
に
内
閣
官
房
副
長
官
、
副
大
臣
及
び
大
臣
政
務
官
並
び
に

政
府
特
別
補
佐
人
の
出
席
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
定
め
で
あ
る
。
両
院
協
議
会
に
お
い
て
国
務
大
臣
等
の
出
席
を

求
め
た
例
を
挙
げ
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
十
回
国
会
食
糧
管
理
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
両
院
協
議
会
（
昭
和
二
十
六
年
五
月
八
日
）
に
お
い
て
、
農

林
大
臣
廣
川
弘
禪
君
及
び
政
府
委
員
の
出
席
説
明
を
求
め
た
。

国
第
九
六
条



三
七
一

第
十
七
章　

両
院
協
議
会　
　

（
三
八
九
―
三
九
一
）

第
十
回
国
会
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
両
院
協
議
会
（
昭
和
二
十
六
年
五
月
二
十
八
日
）
に

お
い
て
、
文
部
大
臣
天
野
貞
祐
君
及
び
政
府
委
員
の
出
席
説
明
を
求
め
た
。

第
十
三
回
国
会
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
両
院
協
議
会
（
昭
和
二
十
七
年

五
月
二
十
九
日
）
に
お
い
て
、
政
府
委
員
（
内
閣
官
房
長
官
）
保
利
茂
君
の
出
席
説
明
を
求
め
た
。

な
お
、
国
務
大
臣
等
の
出
席
要
求
は
、
両
院
協
議
会
の
議
長
に
お
い
て
こ
れ
を
行
う
の
を
例
と
す
る
。

（
注
）
国
会
法
第
九
十
六
条
は
、
第
百
四
十
五
回
国
会
に
お
け
る
国
会
審
議
の
活
性
化
及
び
政
治
主
導
の
政
策
決
定
シ
ス
テ
ム
の
確
立

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
六
号
）
に
よ
る
改
正
前
は
、「
両
院
協
議
会
は
、
国
務
大
臣
及
び
政
府
委
員
の
出
席

を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
し
て
い
た
。

参
照　

二
四
七
号
、
諸
表
二
三

三
九
一　

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
両
院
協
議
会
に
お
い
て
は
、
各
議
院
が
指
名

し
た
者
を
議
題
と
し
、
こ
れ
を
協
議
案
と
し
て
表
決
に
付
す
る

内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
両
院
協
議
会
に
お
い
て
は
、
各
議
院
が
指
名
し
た
者
の
み
を
議
題
と
し
て
協
議
を
行
い
、
こ
れ

を
協
議
案
と
し
て
表
決
に
付
す
る
。
そ
の
例
を
挙
げ
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

国
第
九
二
条

協
規

　
第

八

条

（
憲
第
六
七
条
）

（
国
第
八
六
条
）



三
七
二

第
二
回
国
会
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
両
院
協
議
会
（
昭
和
二
十
三
年
二
月
二
十
三
日
）
に
お
い
て
、
本
院
が
指
名
し

た
吉
田
茂
君
及
び
衆
議
院
が
指
名
し
た
芦
田
均
君
に
つ
い
て
協
議
を
行
っ
た
後
、
両
院
協
議
会
議
長
淺
沼
稻
次
郎

君
は
、
両
院
協
議
会
に
諮
り
、
議
決
の
趣
旨
に
つ
い
て
説
明
を
行
っ
た
順
序
に
よ
り
、
ま
ず
、
参
議
院
の
指
名
ど

お
り
決
す
る
こ
と
の
採
決
を
行
っ
た
が
、
賛
成
者
が
出
席
協
議
委
員
の
三
分
の
二
に
達
し
な
か
っ
た
の
で
、
次
に

衆
議
院
の
指
名
ど
お
り
決
す
る
こ
と
の
採
決
を
行
い
、
こ
れ
も
賛
成
者
が
三
分
の
二
に
達
せ
ず
、
成
案
を
得
る
に

至
ら
な
か
っ
た
。

第
百
十
五
回
国
会
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
両
院
協
議
会
（
平
成
元
年
八
月
九
日
）
に
お
い
て
、
本
院
が
指
名
し
た
土

井
た
か
子
君
及
び
衆
議
院
が
指
名
し
た
海
部
俊
樹
君
に
つ
い
て
各
議
院
の
議
決
の
趣
旨
の
説
明
を
聴
い
た
後
、
両

院
協
議
会
議
長
小
此
木
彦
三
郎
君
は
、「
こ
れ
よ
り
協
議
に
入
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
両
院
の
打
合
会
の
協
議
の

結
果
、
直
ち
に
採
決
を
い
た
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。」
と
告
げ
、
両
院
協
議
会
に
諮
り
、
議
決
の
趣
旨
に
つ
い

て
説
明
を
行
っ
た
順
序
に
よ
り
、
ま
ず
、
参
議
院
の
指
名
ど
お
り
決
す
る
こ
と
の
採
決
を
行
っ
た
が
、
賛
成
者
が

出
席
協
議
委
員
の
三
分
の
二
に
達
し
な
か
っ
た
の
で
、
次
に
衆
議
院
の
指
名
ど
お
り
決
す
る
こ
と
の
採
決
を
行
い
、

こ
れ
も
賛
成
者
が
三
分
の
二
に
達
せ
ず
、
成
案
を
得
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。

第
百
四
十
三
回
国
会
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
両
院
協
議
会
（
平
成
十
年
七
月
三
十
日
）
に
お
い
て
、
本
院
が
指
名
し

た
菅
直
人
君
及
び
衆
議
院
が
指
名
し
た
小
渕
恵
三
君
に
つ
い
て
協
議
を
行
っ
た
後
、
両
院
協
議
会
議
長
本
岡
昭
次



三
七
三

第
十
七
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両
院
協
議
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（
三
九
一
）

君
は
、
両
院
協
議
会
に
諮
り
、
議
決
の
趣
旨
に
つ
い
て
説
明
を
行
っ
た
順
序
に
よ
り
、
ま
ず
、
参
議
院
の
指
名
ど

お
り
決
す
る
こ
と
の
採
決
を
行
っ
た
が
、
賛
成
者
が
出
席
協
議
委
員
の
三
分
の
二
に
達
し
な
か
っ
た
の
で
、
次
に

衆
議
院
の
指
名
ど
お
り
決
す
る
こ
と
の
採
決
を
行
い
、
こ
れ
も
賛
成
者
が
三
分
の
二
に
達
せ
ず
、
成
案
を
得
る
に

至
ら
な
か
っ
た
。

第
百
六
十
八
回
国
会
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
両
院
協
議
会
（
平
成
十
九
年
九
月
二
十
五
日
）
に
お
い
て
、
本
院
が
指

名
し
た
小
沢
一
郎
君
及
び
衆
議
院
が
指
名
し
た
福
田
康
夫
君
に
つ
い
て
協
議
を
行
っ
た
後
、
両
院
協
議
会
議
長
笹

川
堯
君
は
、
両
院
協
議
会
に
諮
り
、
議
決
の
趣
旨
に
つ
い
て
説
明
を
行
っ
た
順
序
に
よ
り
、
ま
ず
、
参
議
院
の
指

名
ど
お
り
決
す
る
こ
と
の
採
決
を
行
っ
た
が
、
賛
成
者
が
出
席
協
議
委
員
の
三
分
の
二
に
達
し
な
か
っ
た
の
で
、

次
に
衆
議
院
の
指
名
ど
お
り
決
す
る
こ
と
の
採
決
を
行
い
、
こ
れ
も
賛
成
者
が
三
分
の
二
に
達
せ
ず
、
成
案
を
得

る
に
至
ら
な
か
っ
た
。

第
百
七
十
回
国
会
内
閣
総
理
大
臣
の
指
名
両
院
協
議
会
（
平
成
二
十
年
九
月
二
十
四
日
）
に
お
い
て
、
本
院
が
指
名

し
た
小
沢
一
郎
君
及
び
衆
議
院
が
指
名
し
た
麻
生
太
郎
君
に
つ
い
て
協
議
を
行
っ
た
後
、
両
院
協
議
会
議
長
小
坂

憲
次
君
は
、
両
院
協
議
会
に
諮
り
、
議
決
の
趣
旨
に
つ
い
て
説
明
を
行
っ
た
順
序
に
よ
り
、
ま
ず
、
参
議
院
の
指

名
ど
お
り
決
す
る
こ
と
の
採
決
を
行
っ
た
が
、
賛
成
者
が
出
席
協
議
委
員
の
三
分
の
二
に
達
し
な
か
っ
た
の
で
、

次
に
衆
議
院
の
指
名
ど
お
り
決
す
る
こ
と
の
採
決
を
行
い
、
こ
れ
も
賛
成
者
が
三
分
の
二
に
達
せ
ず
、
成
案
を
得



三
七
四

る
に
至
ら
な
か
っ
た
。

三
九
二　

両
院
協
議
会
規
程
第
八
条
に
規
定
す
る
当
然
影
響
を
う
け
る
事
項
の

範
囲
に
関
す
る
例

第
十
回
国
会
関
税
定
率
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
両
院
協
議
会
（
昭
和
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
）
に
お
い
て
、

同
案
中
の
施
行
期
日
四
月
一
日
に
つ
い
て
は
両
議
院
の
議
決
が
一
致
し
て
い
た
が
、
当
然
影
響
を
う
け
る
事
項
と
し

て
、
施
行
期
日
を
五
月
一
日
と
す
る
こ
と
を
加
え
て
成
案
を
得
た
。

な
お
、
施
行
期
日
に
つ
い
て
は
、
成
案
決
定
に
先
立
ち
行
わ
れ
た
懇
談
に
お
い
て
、
両
院
協
議
会
議
長
石
田
博
英
君

は
、
本
法
の
よ
う
な
重
要
な
法
律
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
の
日
ま
で
通
常
一
か
月
の
期
間
を
置
く
の
が
常
識
で
あ
る

か
ら
、
施
行
期
日
の
四
月
一
日
を
五
月
一
日
に
す
る
こ
と
を
成
案
中
に
付
け
加
え
た
い
旨
を
述
べ
た
と
こ
ろ
、
異
議

が
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

第
十
回
国
会
日
本
国
有
鉄
道
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
両
院
協
議
会
（
昭
和
二
十
六
年
五
月
二
十
五
日
）
に
お
い

て
、
両
議
院
の
議
決
が
異
な
っ
た
事
項
は
、
日
本
国
有
鉄
道
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
中
第
二
十
六
条
に
関
す

る
部
分
の
み
で
あ
っ
た
が
、
当
然
影
響
を
う
け
る
事
項
と
し
て
、
附
則
に
第
二
項
な
い
し
第
四
項
に
わ
た
る
次
の
三

協
規

　
第

八

条



三
七
五

第
十
七
章　

両
院
協
議
会　
　

（
三
九
二
）

項
を
加
え
て
成
案
を
得
た
。

2　

こ
の
法
律
施
行
の
際
日
本
国
有
鉄
道
の
職
員
で
あ
っ
て
、
運
輸
省
設
置
法
及
び
日
本
国
有
鉄
道
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
九
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
二
十
五
年
五
月
十
日
）
以
後

に
行
わ
れ
た
選
挙
に
よ
っ
て
市
（
特
別
区
を
含
む
。）
の
議
会
の
議
員
と
な
り
、
現
に
そ
の
議
員
で
あ
る
者

は
、
第
二
十
六
条
第
二
項
の
改
正
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
任
期
中
は
、
引
き
続
き
そ
の
議
員
で
あ
る
こ

と
が
で
き
る
。

3　

前
項
の
日
以
後
に
行
わ
れ
た
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
の
際
日
本
国
有
鉄
道
の
職
員
で
あ
っ
て
、

当
該
選
挙
に
お
い
て
当
選
人
と
な
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
の
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
そ
の

者
が
当
選
人
で
あ
る
こ
と
、
議
員
で
あ
る
こ
と
及
び
日
本
国
有
鉄
道
の
職
員
で
あ
る
こ
と
に
何
ら
の
影
響
を

及
ぼ
す
も
の
で
な
い
。

4　

第
二
十
六
条
第
二
項
の
改
正
規
定
は
、
こ
の
法
律
施
行
の
際
日
本
国
有
鉄
道
の
職
員
で
あ
っ
て
、
現
に
都
道

府
県
の
議
会
の
議
員
で
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
法
律
の
施
行
の

日
か
ら
起
算
し
て
十
日
間
は
、
適
用
し
な
い
。

こ
の
法
律
施
行
の
際
日
本
国
有
鉄
道
の
職
員
で
あ
っ
て
、
現
に
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
で
あ
る
者
は
、
こ

の
法
律
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
以
内
に
議
会
の
議
員
の
職
を
辞
し
な
い
と
き
は
、
こ
の
期
間
を
経
過



三
七
六

し
た
日
に
日
本
国
有
鉄
道
の
職
員
の
職
を
辞
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
十
三
回
国
会
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
両
院
協
議
会
（
昭
和
二
十
七
年
六

月
四
日
）
に
お
い
て
、
当
然
影
響
を
う
け
る
事
項
と
し
て
、
別
表
第
六
の
備
考
に
次
の
一
項
を
加
え
て
成
案
を
得
た
。

本
表
は
、
暫
定
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
な
る
べ
く
速
や
か
に
昭
和
二
十
七
年
五
月
六
日
行
っ
た
参
議
院
の
修
正
議

決
の
趣
旨
を
斟
酌
し
て
改
訂
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
六
回
国
会
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
両
院
協
議
会
（
昭
和
二
十
八
年
八
月
四
日
）
に
お
い
て
、
同

案
中
の
施
行
期
日
同
月
一
日
を
経
過
し
た
の
で
、
当
然
影
響
を
う
け
る
事
項
と
し
て
、
両
議
院
の
議
決
が
一
致
し
て

い
る
施
行
期
日
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
公
布
の
日
と
す
る
こ
と
を
加
え
て
成
案
を
得
た
。

三
九
三　

協
議
案
の
採
決
は
、
起
立
の
方
法
に
よ
る
の
を
例
と
す
る

協
議
案
の
採
決
は
、
起
立
の
方
法
に
よ
る
の
を
例
と
す
る
。

参
照　

一
五
五
号



三
七
七

第
十
七
章　

両
院
協
議
会　
　

（
三
九
三
、
三
九
四
）

三
九
四　

協
議
案
を
得
る
見
込
み
が
な
い
場
合
に
両
院
協
議
会
を
終
了
し
た
例

第
七
回
国
会
地
方
税
法
案
両
院
協
議
会
（
昭
和
二
十
五
年
五
月
二
日
）
に
お
い
て
、
両
院
協
議
会
議
長
星
島
二
郎
君
は

「
こ
の
ま
ま
で
は
、
到
底
協
議
案
を
得
る
見
通
し
が
な
い
も
の
と
認
め
ま
す
。
つ
き
ま
し
て
は
、
協
議
会
と
い
た
し

ま
し
て
は
何
ら
の
成
案
を
得
る
に
至
ら
な
か
っ
た
も
の
と
い
た
し
ま
し
て
、
こ
れ
を
各
議
院
に
そ
れ
ぞ
れ
報
告
す
る

よ
り
ほ
か
な
い
と
存
じ
ま
す
。
さ
よ
う
御
了
承
を
願
い
ま
す
。」
と
告
げ
、
散
会
を
宣
告
し
た
。

以
後
同
例
が
あ
る
。

な
お
、
両
院
協
議
会
議
長
が
、
協
議
案
を
得
る
見
込
み
が
な
い
と
し
て
散
会
を
宣
告
し
た
が
、
後
日
、
両
院
協
議
会
を

改
め
て
開
会
し
た
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

第
百
二
十
八
回
国
会
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
外
三
件
両
院
協
議
会
（
平
成
六
年
一
月
二
十
七
日
）

に
お
い
て
、
両
院
協
議
会
議
長
市
川
雄
一
君
は
、「
こ
の
ま
ま
で
は
、
こ
の
両
院
協
議
会
に
お
け
る
成
案
は
得
ら

れ
な
い
も
の
と
思
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
旨
、
両
院
議
長
に
御
報
告
を
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。」
と

告
げ
、
散
会
を
宣
告
し
た
が
、
翌
二
十
八
日
、
両
議
院
の
議
長
か
ら
、
両
議
院
の
協
議
委
員
正
副
議
長
に
対
し
、

両
院
協
議
会
に
お
い
て
更
に
協
議
を
行
い
、
成
案
を
得
る
よ
う
要
請
が
あ
り
、
翌
二
十
九
日
両
院
協
議
会
を
改
め

て
開
会
し
た
。



三
七
八

三
九
五　

成
案
の
案
文
整
理
は
、
両
院
協
議
会
の
議
長
に
一
任
す
る
の
を
例
と

す
る

成
案
を
得
た
場
合
に
お
い
て
、
案
文
の
整
理
を
要
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
当
日
の
会
議
を
整
理
し
た
両
院

協
議
会
の
議
長
に
一
任
す
る
の
を
例
と
す
る
。

三
九
六　

両
院
協
議
会
が
終
了
し
た
と
き
は
、
協
議
委
員
議
長
か
ら
報
告
書
を

議
長
に
提
出
す
る

両
院
協
議
会
に
お
い
て
成
案
を
得
た
と
き
は
、
両
議
院
の
協
議
委
員
議
長
の
協
議
に
よ
り
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を

協
議
委
員
議
長
か
ら
議
長
に
提
出
す
る
。

成
案
を
得
な
か
っ
た
と
き
も
、
協
議
委
員
議
長
か
ら
成
案
を
得
な
か
っ
た
旨
の
報
告
書
を
議
長
に
提
出
す
る
。

報
告
書
は
、
こ
れ
を
印
刷
し
て
各
議
員
に
配
付
す
る
。

参
照　

三
九
七
号

国
第
九
四
条

協
規

　
第
一
〇
条



三
七
九

第
十
七
章　

両
院
協
議
会　
　

（
三
九
五
―
三
九
八
）

三
九
七　

両
院
協
議
会
の
経
過
及
び
結
果
は
、
議
院
の
会
議
に
お
い
て
協
議
委

員
議
長
が
報
告
す
る

両
院
協
議
会
に
お
い
て
成
案
を
得
た
と
き
は
、
こ
れ
が
議
院
の
会
議
に
お
い
て
議
題
と
な
っ
た
と
き
に
、
協
議
委
員
議

長
が
両
院
協
議
会
の
経
過
及
び
結
果
を
報
告
す
る
。

成
案
を
得
な
か
っ
た
と
き
も
、
議
院
の
会
議
に
お
い
て
そ
の
旨
を
報
告
す
る
の
を
例
と
す
る
。

参
照　

三
九
六
号

三
九
八　

両
院
協
議
会
に
お
い
て
申
合
せ
を
行
い
、
こ
れ
を
議
院
の
会
議
に
お

い
て
報
告
し
た
例

第
十
三
回
国
会
通
商
産
業
省
設
置
法
案
外
四
件
両
院
協
議
会
（
昭
和
二
十
七
年
七
月
二
十
九
日
）
に
お
い
て
、
両
院
協

議
会
議
長
倉
石
忠
雄
君
は
、
次
の
申
合
せ
を
行
い
各
議
院
に
そ
れ
ぞ
れ
報
告
す
る
こ
と
を
諮
っ
た
と
こ
ろ
、
両
院
協

議
会
は
こ
れ
を
可
決
し
た
。
参
議
院
協
議
委
員
議
長
河
井
彌
八
君
は
、
同
月
三
十
一
日
の
議
院
の
会
議
に
お
い
て
、

成
案
の
報
告
に
併
せ
て
こ
れ
を
報
告
し
た
。

（
国
第
九
四
条
）



三
八
〇

申　

合　

せ

中
央
及
び
地
方
を
通
ず
る
行
政
機
構
に
つ
き
、
徹
底
的
な
調
査
研
究
を
行
い
、
理
想
的
な
機
構
を
確
立
す
る
た

め
、
強
力
な
調
査
機
構
を
設
く
べ
き
で
あ
る
。

第
十
六
回
国
会
農
業
災
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
両
院
協
議
会
（
昭
和
二
十
八
年
七
月
二
十
四
日
）
に
お

い
て
、
両
院
協
議
会
議
長
坪
川
信
三
君
は
、
次
の
申
合
せ
を
行
い
各
議
院
に
そ
れ
ぞ
れ
報
告
す
る
こ
と
を
諮
っ
た
と

こ
ろ
、
両
院
協
議
会
は
こ
れ
を
可
決
し
た
。
こ
の
申
合
せ
に
対
し
、
農
林
大
臣
保
利
茂
君
は
所
信
を
述
べ
た
。

参
議
院
協
議
委
員
議
長
片
柳
眞
吉
君
は
、
同
月
二
十
七
日
の
議
院
の
会
議
に
お
い
て
、
成
案
の
報
告
に
併
せ
て
こ
れ

を
報
告
し
た
。

申　

合　

せ

農
業
災
害
補
償
法
は
、
実
施
以
来
五
カ
年
を
経
過
し
た
が
、
そ
の
制
度
の
根
本
的
欠
陥
と
運
営
又
宜
敷
き
を
得

ず
、
農
民
の
要
望
に
応
え
難
き
実
情
に
鑑
み
、
両
院
協
議
会
は
、
左
記
に
よ
り
農
業
災
害
補
償
制
度
の
行
詰
り

に
対
し
抜
本
的
検
討
を
な
す
こ
と
を
申
合
せ
る
。

　
　

記

一　

農
業
災
害
補
償
制
度
に
つ
い
て
は
、
そ
の
抜
本
的
改
正
の
必
要
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

二　

政
府
は
、
昭
和
二
十
九
年
産
水
稲
を
目
途
と
し
て
制
度
の
根
本
的
改
正
を
行
い
、
農
業
災
害
補
償
に
対
し



三
八
一

第
十
七
章　

両
院
協
議
会　
　

（
三
九
八
）

完
全
な
る
施
策
を
講
ず
る
こ
と
。

三　

衆
参
両
院
は
、
農
業
災
害
補
償
制
度
の
完
璧
を
期
す
る
た
め
閉
会
中
も
な
お
そ
の
調
査
を
継
続
し
検
討
す

る
こ
と
。

な
お
、
両
院
協
議
会
に
お
い
て
、
協
議
案
の
前
提
と
な
る
合
意
事
項
に
つ
い
て
紹
介
し
、
こ
れ
を
議
院
の
会
議
に
お
い

て
報
告
し
た
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

第
百
二
十
八
回
国
会
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
外
三
件
両
院
協
議
会
（
平
成
六
年
一
月
二
十
九
日
）

に
お
い
て
、
衆
議
院
協
議
委
員
議
長
市
川
雄
一
君
は
、
協
議
案
の
提
案
に
際
し
、
協
議
案
の
前
提
と
な
る
次
の
合

意
事
項
を
紹
介
し
、「
こ
れ
ら
の
合
意
事
項
は
、
第
百
二
十
九
回
国
会
に
お
い
て
、
連
立
与
党
と
自
由
民
主
党
と

が
共
同
し
て
、
平
成
六
年
度
当
初
予
算
審
議
に
先
立
っ
て
実
現
さ
せ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
今
国
会
で
は
施
行

日
を
改
め
た
上
で
衆
議
院
議
決
案
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
と
い
た
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。」
と
述
べ
、
協
議
の
結
果
、

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
外
二
件
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
議
決
の
と
お
り
と
し
、
衆
議
院
議
員
選

挙
区
画
定
審
議
会
設
置
法
案
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
議
決
案
の
う
ち
施
行
期
日
の
「
公
布
の
日
」
を
「
別
に
法
律

で
定
め
る
日
」
と
改
め
、
そ
の
他
は
衆
議
院
議
決
の
と
お
り
と
す
る
成
案
を
得
た
。
参
議
院
協
議
委
員
議
長
平
井

卓
志
君
は
、
同
日
の
議
院
の
会
議
に
お
い
て
、
成
案
の
報
告
に
先
立
ち
こ
れ
を
報
告
し
た
。

一
、
比
例
代
表
選
挙
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
名
簿
、
ブ
ロ
ッ
ク
集
計
と
す
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
第
八
次
選
挙
制
度
審
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議
会
の
答
申
の
十
一
ブ
ロ
ッ
ク
を
基
本
と
す
る
。

二
、
企
業
等
の
団
体
の
寄
附
は
、
地
方
議
員
及
び
首
長
を
含
め
て
政
治
家
の
資
金
管
理
団
体
（
一
に
限
る
。）

に
対
し
て
、
五
年
に
限
り
、
年
間
五
十
万
円
を
限
度
に
認
め
る
。

三
、
戸
別
訪
問
は
、
現
行
ど
お
り
禁
止
と
す
る
。

四
、
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
数
は
三
百
人
、
比
例
代
表
選
出
議
員
の
数
は
二
百
人
と
す
る
。

五
、
小
選
挙
区
の
候
補
者
届
出
政
党
、
比
例
代
表
選
挙
の
名
簿
届
出
政
党
並
び
に
政
治
資
金
規
正
法
及
び
政

党
助
成
法
の
政
党
要
件
の
「
三
％
」
は
、「
二
％
」
と
す
る
。

六
、
各
政
党
に
対
す
る
政
党
助
成
の
上
限
枠
は
、
前
年
収
支
実
績
の
四
十
％
と
す
る
。
た
だ
し
、
合
理
的
な

仕
組
み
が
可
能
な
場
合
に
限
る
。

七
、
投
票
方
法
は
、
記
号
式
の
二
票
制
と
す
る
。

八
、
寄
附
禁
止
の
た
め
の
慶
弔
電
報
等
の
扱
い
は
、
現
行
ど
お
り
と
す
る
。

九
、
衆
議
院
選
挙
区
画
定
の
た
め
の
第
三
者
機
関
は
、
総
理
府
に
設
置
す
る
。

十
、
以
上
の
合
意
の
法
制
化
の
た
め
、
衆
参
両
院
か
ら
な
る
連
立
与
党
及
び
自
由
民
主
党
各
六
名
（
計
十
二

名
）
の
委
員
に
よ
り
、
協
議
を
行
う
も
の
と
す
る
。
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第
十
七
章　

両
院
協
議
会　
　

（
三
九
九
、
四
〇
〇
）

三
九
九　

両
院
協
議
会
に
は
速
記
を
付
し
、
そ
の
議
事
を
協
議
会
議
録
に
記
載

す
る

両
院
協
議
会
に
は
速
記
を
付
し
、
そ
の
議
事
を
協
議
会
議
録
に
記
載
す
る
。

参
照　

三
〇
一
号

四
〇
〇　

協
議
会
議
録
は
、
電
磁
的
記
録
の
提
供
そ
の
他
の
適
当
な
方
法
に
よ

り
両
議
院
の
議
員
に
提
供
す
る

協
議
会
議
録
は
、
電
磁
的
記
録
の
提
供
そ
の
他
の
適
当
な
方
法
に
よ
り
両
議
院
の
議
員
に
提
供
す
る
の
を
例
と
す
る
。

（
注
）
協
議
会
議
録
の
両
議
院
の
議
員
へ
の
提
供
方
法
に
つ
い
て
は
、
第
二
百
九
回
国
会
召
集
日
（
令
和
四
年
八
月
三
日
）
か
ら
、
印

刷
し
て
配
付
す
る
方
法
か
ら
、
電
磁
的
記
録
の
提
供
そ
の
他
の
適
当
な
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
方
法
に
改
め
ら
れ
た
。

協
規

　
第
一
一
条

　
第
一
二
条
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四
〇
一　

両
院
協
議
会
に
お
け
る
発
言
の
一
部
を
提
供
す
る
協
議
会
議
録
に
掲

載
し
な
か
っ
た
例

第
十
回
国
会
食
糧
管
理
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
両
院
協
議
会
（
昭
和
二
十
六
年
五
月
八
日
）
に
お
い
て
、
両
院

協
議
会
議
長
野
溝
勝
君
は
「
先
ほ
ど
の
安
孫
子
長
官
の
説
明
中
、
昭
和
二
十
六
年
四
月
以
降
の
輸
入
見
込
に
関
す
る

点
は
、
会
議
録
か
ら
削
除
い
た
し
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。」
と
諮
っ
た
と
こ
ろ
、
異
議

が
な
か
っ
た
の
で
「
つ
き
ま
し
て
は
そ
の
取
扱
い
は
議
長
に
お
任
せ
願
い
ま
す
。」
と
告
げ
、
両
院
協
議
会
議
長
に

お
い
て
政
府
委
員
（
食
糧
庁
長
官
）
安
孫
子
藤
吉
君
の
発
言
の
一
部
を
提
供
す
る
協
議
会
議
録
に
掲
載
し
な
か
っ
た
。


